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第３次大多喜町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

 

 令和８年３月３１日 

 大 多 喜 町 長 

 大多喜町議会議長 

 大多喜町教育委員会 

 

 

 第３次大多喜町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」

という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき、大多喜町長、大多喜町議会議長及び

大多喜町教育委員会が策定する特定事業主行動計画である。 

 なお、本計画においては、女性の職業生活における活躍の推進が、女性の健康上の

特性に配慮して行われるべきものであることを踏まえ、取組を推進する。 

 

１ 計画期間 

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間と

する。 

 

２ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

  大多喜町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、必要に応

じて課長会議により本計画の変更、本計画に基づく取組の実施状況及び数値目標

の達成状況の点検・評価等について協議を行う。 

 

 



３ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標、取組及び実施時期 

  法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基

づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。

以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、大多喜町長、大多喜町議会議長及び

教育委員会において、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

改善すべき事情について分析を行った。 

  当該課題分析の結果に基づいた女性職員の活躍を推進するための目標を設定し、

大多喜町男女共同参画推進計画と共に、その達成に向けた取組を本計画期間内に

おいて行う。 

⑴ 職員採用関係 

① 優秀な人材の確保 

ア 男女を問わず多くの優秀な人材を採用できるよう、ホームページや「広報

おおたき」による情報発信 

イ 女性にとって働きやすい職場環境の充実と情報発信 

⑵ 管理的地位にある職員に占める女性職員に関する事項 

① 女性職員の登用 

ア 男女問わず全ての職員が最大限能力を発揮できるよう、適材適所の人事

配置を基本としながら、意欲と能力のある女性職員の登用を図る。 

⑶ 各役職段階にある職員に占める女性職員に関する事項 

① 人材の育成と女性職員のキャリア形成 

ア 女性職員の担当業務を固定化せず、能力を発揮できるよう、業務の配分

を行うとともに、性別にかかわらず幅広い職域での業務を経験させる。 

イ 自らの能力向上のため、研修会の充実と自己研鑽や研修への参加を促す。 

② 適正な人事評価の実施 

ア 人事評価制度による公平・公正・的確な人事評価を実施し、日常の職務

行動及び事実に基づき、適正に評価を行う。 



イ すべての女性職員が将来、管理職員になり得ることを理解し、組織の

マネジメントなどについて必要な指導、育成を行う。 

⑷ 平均した継続勤務年数の男女の差異（離職率の男女の差異） 

① 職業生活と家庭生活の両立が困難であることを理由とする離職の抑制 

ア 働きやすい職場環境の充実 

イ 長時間勤務の改善や年次有給休暇、特別休暇の取得促進 

 

年次休暇の平均取得目標 

有給休暇取得日数 令和６年実績 第３次目標 

全職員 
３１．４％ 

１１．６日 

５０％ 

１０日 

 

⑸ 超過勤務時間と年次有給休暇等に関する事項 

① 超過勤務の縮減 

ア 特定の職員に超過勤務が集中しないよう、業務分担の見直しや応援体制

の整備 

イ 定時退庁日の周知徹底と役職職員による定時退庁の率先垂範 

② 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

ア 超過勤務の状況を把握し、超過勤務の多い職場に対するヒアリング及び

注意喚起の実施 

イ 超過勤務の多い職員に対する健康診断の実施や医師による面接指導等、

健康面における配慮を充実させる。 

③ その他 

ア 子育て中の職員に配慮した適切な超過勤務命令 

イ 小学校就学期に達するまでの子どものいる職員の超過勤務及び深夜勤務

の制限の徹底 



④ 年次休暇の取得の促進 

ア 休暇の取得促進の徹底と職場の意識改革 

イ 職員の年次休暇取得状況を把握し、計画的な年次休暇の取得の助言、指導 

ウ 連続休暇を取得しやすいよう月曜日、金曜日の会議の自粛 

⑤ 子の看護等のための休暇の取得の促進 

ア 子の看護等のための休暇の周知と取得しやすい職場環境の醸成 

イ 子の看護等のための休暇の対象年齢及び対象理由の拡大 

⑹ 男女別の育児休業取得に関する事項 

① 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

ア 育児休業等に関する情報提供と制度の周知徹底 

イ 妊娠中又は子育て中の職員が制度を利用しやすい雰囲気づくり 

ウ 子育て中の職員が、安心して子育て支援制度を取得できるよう、職場全体

の意識改革 

エ 育児休業職員の職場復帰の支援 

 

女性職員の育児休業（部分休業を含む）の取得目標 

育児休業取得率 令和６年度実績 第３次目標 

全職員 １００％ １００％ 

 

② 男性職員の育児休業及び部分休業制度等の周知と活用 

ア 育児休業制度等の説明と育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の

醸成 

イ 子育て中の男性職員が、安心して子育て支援制度を取得できるよう、職場

全体の意識改革 

 

 



男性職員の育児休業の取得目標 

育児休業取得率 令和６年度実績 第３次目標 

全職員 ０％ ４０％ 

 

⑺ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加に関する事項 

① 子どもの出生児における父親の休暇の取得の促進 

ア 配偶者の出産のための休暇の取得促進 

イ 父親になる職員に対する子育て支援制度の積極的な情報提供と利用促進 

 

配偶者の出産のための休暇の取得目標 

特別休暇取得率 令和６年度実績 第３次目標 

全職員 １００％ １００％ 

 

４ 女性活躍に関する情報の公表 

  法第２１条及び内閣府令第７条に基づき、大多喜町長、大多喜町議会議長及び

大多喜町教育委員会は、女性の職業選択に資するよう、次の項目について、毎年

ホームページ等により定期的に公表する。 

⑴ 職員の男女の給与の額の差異 

⑵ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

⑶ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

⑷ 男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況 

⑸ 職員（非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。）のうち、管理的地位

にある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じ

られて勤務した時間 


